別記第１号様式（第６条関係）
令和　　　年　　　月　　　日
（宛先）板　橋　区　長
申請者
	住所
	〒

	
	板橋区

	
	

	氏名
	

	生年月日
	年　　　月　　　日

	電話番号
	
	※平日日中の連絡が可能なもの






板橋区防犯機器等購入緊急補助金交付申請書兼請求書

板橋区防犯機器等購入緊急補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて次のとおり申請します。
交付決定後、補助金を下記の口座に振り込みください。
	防犯機器名

※複数選択可
	□ 防犯カメラ　　　□ カメラ付きインターホン　□ 面格子
□ センサーライト　□ センサーアラーム　　　　□ 防犯フィルム
□ 防犯ガラス　　　□ 防犯性の高い錠・補助錠　□ 防犯砂利　
□ その他（　　　     　　　　　　　　　　　　　　　        ）

	建　物
	□ 持ち家（ □ 戸建て   　□ 共同住宅 ）

	
	□ 賃　貸（ □ 戸建て   　□ 共同住宅 ）

	補助対象経費
	円
	※対象の防犯機器等の購入・設置費用について、領収証に記載された金額
（送料等の対象外経費を除く）

	申請（請求）額
	円
	※「補助対象経費」に3/4を乗じた金額（千円未満切捨）・上限3万円



振込先
	金融機関情報
	店舗情報

	
	銀行
	信用金庫
	
	支店

	
	信用組合
	農業協同組合
	
	出張所

	預金種別
	口座番号

	1.普通
	2.当座
	3.貯蓄
	4.その他
	

	名義人カナ
	


※裏面もご記入ください
板橋区防犯機器等購入緊急補助金
【誓約・同意事項】

申請者氏名　　　　　　　　　　

各項目を確認の上、☑を付してください。

（全申請者共通）
	１
	板橋区内に住所を有し、かつ、現に居住しています。
	□

	２
	申請者を含めた世帯全員が、板橋区防犯機器等購入緊急補助金又は他の東京都内の地方公共団体における同種の補助金等の交付を申請し、既に交付されたことはありません。
	□

	３
	管理者や管理組合など、住民以外からの申請ではありません。
	□

	４
	防犯機器等の設置場所は住宅であり、店舗や事務所ではありません。
	□

	５
	防犯機器等は申請者が使用し、転売・譲渡等を目的としておりません。
	□

	６
	補助金交付後、補助金要件を満たしていないこと、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたことが判明した場合は、指示に従い速やかに補助金を返還します。
	□



（共同住宅に設置する場合）
	７
	防犯機器等を設置することについて、管理者等の同意を得ています。　
	□



（賃貸住宅に設置する場合）
	８
	防犯機器等を設置することについて、所有者や管理者等の同意を得ています。　
	□



（カメラ付きの機器を設置する場合）
	９
	撮影場所及び撮影範囲は、申請者の管理が及ぶ範囲内です。撮影範囲内にやむを得ず管理が及ばない範囲が入る場合は、当該撮影範囲の住宅等の使用者の同意を得ています。また、画像データについて適正な管理をするなど、近隣住民のプライバシー保護に万全を期しています。
	□



（設置工事費がある場合）
	10
	専門業者が設置しています。
	□





2

